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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル と 該 Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル に 関 連 す る Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル を 管 理 す る Ｓ Ｉ 対
象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 追 加 仕 様 情 報 お よ び バ グ 情 報 を 登 録 す る 手 段 と 、
　 登 録 し た 追 加 仕 様 情 報 お よ び バ グ 情 報 ご と に 作 業 管 理 番 号 を 登 録 す る 手 段 と 、
　 前 記 作 業 管 理 番 号 選 択 て Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル の 追 加 ・ 変 更 ・ 削 除 、 作
業 完 了 後 に そ の Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 保 存 と き 、 前 記 追 加 ・ 変 更 ・ 削 除 行

た 各 行 へ 前 記 選 択 し た 作 業 管 理 番 号 を す る 手 段 と 、
　 前 記 Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル の 内 容 を 前 記 各 行 に 付 さ れ た 作 業 管 理 番 号 と 共 に 表 示 す る 手 段 と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 に 記 載 の Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム に お い て 、 さ
ら に 、
　 前 記 作 業 管 理 番 号 選 択 Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル の 追 加 ・ 変 更 ・ 削 除 が 行 わ れ 、 当 該 Ｓ
Ｉ 関 連 フ ァ イ ル が 同 一 フ ァ イ ル 名 の 別 バ ー ジ ョ ン の フ ァ イ ル と し て 保 存 さ れ た と き に は 、
そ の 時 点 で 当 該 Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル の 各 行 に 付 さ れ て い る 作 業 管 理 番 号 と 前 記 フ ァ イ ル 名 お
よ び バ ー ジ ョ ン と を 対 応 さ せ て フ ァ イ ル バ ー ジ ョ ン 情 報 と し て 記 る 手 段 を 備 え た こ と
を 特 徴 と す る Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 に 記 載 の Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム に お い て 、 さ
ら に 、
　 抽 出 対 象 と す る 作 業 管 理 番 号 選 択 手 段 と 、
　 選 択 さ れ た 作 業 管 理 番 号 の う ち の 少 な く と も １ つ を 含 み 、 か つ 選 択 さ れ な か っ た 作 業 管
理 番 号 を 含 ま な い よ う な Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル の 最 新 バ ー ジ ョ ン の も の を 抽 出 す る 手 段 と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 に 記 載 の Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム に お い て 、 さ
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ら に 、
　 選 択 さ れ た 作 業 管 理 番 号 の う ち の 少 な く と も １ つ を 含 み 、 か つ 選 択 さ れ な か っ た 作 業 管
理 番 号 を 含 ま な い よ う な Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル が 最 新 バ ー ジ ョ ン で な か っ た 場 合 は 、 そ の よ う
な Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル の 中 で 最 も 最 新 バ ー ジ ョ ン に 近 い フ ァ イ ル の 情 報 を 表 示 し 、

当 該 フ ァ イ ル を 抽 出
す る 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ
ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ま た は に 記 載 の Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム に お
い て 、 さ ら に 、
　 前 記 抽 出 た Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル に 対 応 す る Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル に つ い て 、 そ の Ｓ Ｉ 対 象
フ ァ イ ル 名 、 フ ァ イ ル 保 存 先 パ ス 、 お よ び 、 そ の Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル に 対 応 す る Ｓ Ｉ 関 連 フ
ァ イ ル の 追 加 ・ 変 更 ・ 削 除 を 行 っ た と き に 登 録 し た 作 業 管 理 番 号 を 漏 れ な く 記 述 し た Ｓ Ｉ
対 象 フ ァ イ ル チ ェ ッ ク リ ス ト を 出 力 す る 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｓ Ｉ 対 象 フ ァ イ ル
お よ び Ｓ Ｉ 関 連 フ ァ イ ル 管 理 シ ス テ ム 。
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